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本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件 

○
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
） 

○
特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣

提
出
、
衆
議
院
送
付
） 
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○
紙
智
子
君 

私
は
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
、
農

業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
反
対
の
立
場
で
討
論
を
行
い
ま
す
。 

本
法
案
は
、
特
定
法
人
貸
付
制
度
の
導
入
に
よ
り
、

全
国
ど
こ
で
も
株
式
会
社
が
リ
ー
ス
に
よ
り
農
地
の

権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
も
の
で
、
重
大

な
問
題
が
あ
り
ま
す
。 

第
一
に
、
担
い
手
と
し
て
一
般
株
式
会
社
の
農
業
参

入
を
促
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
新
た
な
食
料
・
農

業
・
農
村
基
本
計
画
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
認

定
農
業
者
等
に
担
い
手
と
し
て
施
策
を
集
中
し
、
事
実

上
、
中
小
農
家
の
切
捨
て
に
つ
な
が
る
方
向
を
打
ち
出

し
ま
し
た
。
本
法
案
に
よ
り
農
業
参
入
す
る
企
業
等
は
、

認
定
農
業
者
イ
コ
ー
ル
担
い
手
と
し
て
支
援
が
集
中

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
強
大
な
資
金
力
、
組
織
力

を
持
っ
た
企
業
が
農
業
に
参
入
し
、
か
つ
国
の
支
援
を

受
け
て
大
規
模
生
産
を
行
う
こ
と
も
可
能
に
な
る
わ

け
で
、
価
格
政
策
か
ら
除
か
れ
た
中
小
の
家
族
経
営
に

困
難
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。 

第
二
に
、
農
地
法
の
根
幹
で
あ
る
耕
作
者
主
義
の
否

定
に
つ
な
が
る
こ
と
で
す
。
本
法
案
に
よ
っ
て
農
業
生

産
法
人
以
外
の
法
人
に
農
地
の
権
利
取
得
を
容
認
す

る
こ
と
は
、
農
作
業
常
時
従
事
義
務
を
否
定
し
、
自
ら

耕
す
者
だ
け
が
農
地
の
権
利
を
取
得
す
る
農
地
法
の

原
則
と
真
っ
向
か
ら
反
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
農
地

耕
作
者
主
義
は
、
農
地
転
用
を
規
制
す
る
土
台
で
あ
り
、

こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
権
利
転
用
規
制
の
根
拠
を

失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
農
地
法
廃
止
に
向
け
た
ス
テ

ッ
プ
と
な
る
も
の
で
容
認
で
き
ま
せ
ん
。 

第
三
に
、
農
外
企
業
の
参
入
に
よ
る
農
地
、
地
域
農

業
へ
の
弊
害
を
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
間
、
リ
ー
ス
特
区
の
短
い
営
農
期
間
で
営
農
の
継
続

性
や
地
域
農
業
へ
の
影
響
を
評
価
し
、
弊
害
な
し
と
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
間
、
特
区
以
外
で
も
、

大
企
業
が
農
業
参
入
し
た
も
の
の
短
期
間
で
撤
退
す

る
事
例
が
相
次
い
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
例
の
よ
う

に
、
収
益
が
上
が
ら
ず
即
撤
退
と
な
っ
た
場
合
、
耕
作

者
の
い
な
い
広
大
な
農
地
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

新
た
な
自
治
体
負
担
や
農
地
荒
廃
の
危
険
性
が
あ
り

ま
す
。 

農
水
省
は
、
産
廃
投
棄
な
ど
農
地
が
農
業
以
外
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
や
水
利
等
の
共
同
管
理
に
つ
い
て
は
、

協
定
を
締
結
す
る
た
め
弊
害
を
防
止
で
き
る
と
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
利
用
権
を
解
除
し
て
も
、
耕
作
者

の
い
な
い
農
地
の
維
持
管
理
の
問
題
が
自
治
体
な
ど

に
重
く
の
し
掛
か
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
ひ
い
て
は

農
地
荒
廃
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。 

以
上
の
点
か
ら
、
リ
ー
ス
特
区
の
全
国
展
開
は
容
認

で
き
ず
、
本
法
案
に
反
対
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
討

論
と
い
た
し
ま
す
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